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身延町社会福祉協議会の概要（平成 31 年 4 月 1 日現在） 
 

社会福祉協議会とは 

概要 

 行政関与によって戦前から戦中に設立された民間慈善団体の中央組織・連合会お

よびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とす

る社会福祉法人。 

地域福祉の普及推進と民間福祉事業やボランティア活動の推進支援を目的とし

ている。 

法的には社会福祉法で規定されており、全国、都道府県、特別区、政令指定都市、

市町村単位で組織されていて、基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。 

民間団体ではあるが、社会福祉法に定められ、行政区分ごとに組織された団体で

あり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」

「半官半民」で運営されており、民間と公的機関・組織両面のメリットを生かした

事業を展開している。 

 

社会福祉法による規定 

 第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村

の地域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業

を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市に

あってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業

又は更正保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあっ

てはその区域内における社会福祉事業又は更正保護事業を経営する者の過半

数が参加するものとする。 

１．社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２．社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３．社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

４．前３号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を   

図るために必要な事業 

（２項～６項は省略） 

 

◎ 身延町社会福祉協議会の組織 

役 員；理事１４名、監事２名 

評議員；１５名 

会 員；身延町に居住する者、並びに本会の趣旨に賛同して入会した者 

事務局；事務局長１名、事務局次長２名（派遣１名、正規１名） 

職員５４名（正規１２名、臨時３名、パート２５名、登録ヘルパー１４名） 
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◎ 身延町社会福祉協議会の予算及び決算 

 予算；毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の３分の２以上の同

意を得て、評議員会の決議を得なければならない。 

 決算；毎会計年度終了後２ヶ月以内に会長において作成し、監事の監査を経てか

ら、理事会の認定を得て、評議員会の承認を受けなければならない。 

 

◎ 身延町社会福祉協議会が行う事業（定款 第２条） 

（１）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

（３）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助

成 

（４）（１）から（３）のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る

ために必要な事業 

（５）保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

（６）共同募金事業への協力 

（７）居宅介護支援事業の経営 

（８）老人デイサービスセンターの経営 

（９）生きがい活動支援通所事業 

（10）障害福祉サービス事業の経営 

（11）心配ごと相談事業 

（12）生活福祉資金貸付事業 

（13）社会福祉金庫貸付事業 

（14）福祉サービス利用援助事業 

（15）その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 

事業説明 

 

◎ 配食サービス事業（身延町委託事業） 

 在宅の１人暮らしや虚弱高齢者世帯等に対し、食事を提供することによって生活

の質の確保と自立を図り、併せて安否の確認を行うことを目的とする、身延町が

実施主体の事業です。（身延町配食サービス事業実施要綱に基づき事業を行って

います。） 

 社会福祉協議会が、町から「食事の調理業務」「配達業務（容器の回収を含む。）」

「配食車の運転業務」「配食車の運行管理業務」及び「利用者と調理施設との連

絡調整等」を委託されて行っています。 

 対象者；６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であっ

て、老衰、傷病等の理由により食事の調理が困難な者。 
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 申請手続；配食サービス事業利用申請書を身延町長に提出 

              ↓ 

      町が申請書の内容を審査し、利用の可否を決定 

              ↓ 

      町から申請者に対して通知すると共に社協へ連絡 

              ↓ 

             利用開始 

 

 費用負担；利用者は、１食につき７００円を負担する。 

 費用の減免；生活保護法の適用を受けている者及び住民税所得割非課税世帯に属

する者は、１食につき４００円に減免することができる。 

 利  用；原則として利用者１人当たり、１日１食で週５日（休日を除く。） 

      下部及び中富地区にあっては昼食を提供、身延地区にあっては夕食を

提供。 

 調理委託；下部及び中富地区の調理業務は、日清医療食品株式会社へ委託。 

      身延地区の調理業務は、身延山福祉会へ委託。 

 

◎ 生きがい広場事業（身延町委託事業） 

 高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、高齢者等に対し、通所による各種

のサービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要

介護状態になることの予防を図ることを目的とする身延町が実施主体の事業で、

事業の運営を身延町から社協が委託されて行っています。 

 対象者；町内に住所を有するおむね６０歳以上の高齢者等。 

（介護保険に規定する要介護者及び要支援者は、原則として対象としない。） 

 

申請手続；   生きがい広場事業利用申請書を身延町長に提出 

                   ↓ 

      町が必要な事項を調査し、サービス提供会議の意見を聴き要否を決定 

                   ↓ 

           町から申請者に対して通知すると共に社協へ連絡 

                   ↓ 

                  利用開始 

 事業内容；（１）生活指導 

（２）日常動作訓練 

      （３）趣味、創作活動 

      （４）入浴サービス 

      （５）給食サービス 

      （６）健康チェック 

      （７）移送用車両による送迎 

      （８）その他目的達成に必要なこと 
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費用負担；利用料（入浴・送迎・諸費用を含む） １人１回につき２００円 

      給食サービス ４００円 

      創作活動等の原材料費 その都度必要な額 

 開所日；週５日（休日を除く） 

 

◎ 家族介護者交流事業（身延町委託事業） 

「在宅介護者の集い」 

  在宅において介護度の認定を受けた者の介護をしている介護者に、日頃の介護

での疲れを癒し心身のリフレッシュをしていただくとともに、介護の悩みや相談

を話し、相互に親睦と交流を深め、介護技術、福祉・保健・医療制度などの情報

を得られる場を提供することを目的として開催しています。 

 

◎ 心配ごと相談事業の実施（身延町委託事業） 

☆ 事業の趣旨 

住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行い、地域住民

の福祉の増進を図る。 

  ・開催場所  下部保健福祉センター・中富すこやかセンター・身延福祉セン

ター 

  ・開催日時  毎月２回（第２・第４金曜日）午後 1：00～３：００ 

  ・相 談 員  民生委員児童委員（計１８名） 

（相談日には各場所２名ずつが担当する。） 

☆ 件数集計 

・下部地区：２件  ・中富地区：６件  ・身延地区：７件    

計： １5 件（平成３０年度実績） 

 

（Ｈ３０.４～Ｈ３１.３） 

内  容 件数 処 理 等 

年   金 １ 他機関引き継ぎ：１ 

  住   宅 １ 他機関引き継ぎ：１ 

家族・親族 ３ 他機関引き継ぎ：１、その他（アドバイス）：２ 

人権・法律 １ 他機関引き継ぎ：１ 

  財   産 ３ その他（アドバイス）：１、解決：１  

他機関引き継ぎ：１ 

  苦   情 １ 解決：１、他機関引き継ぎ：2 

その他（アドバイス）：1 

そ の 他 5  隣家の廃屋について：１ 

土地名義について：１、税支払について：１ 

宅地境界について：1、集落について：1 

→解決：３、他機関引き継ぎ：2 
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◎ 弁護士による無料相談事業  

  ・業務委託先 山梨県弁護士会 

  ・開催場所  身延福祉センター 

  ・開催日時  年６回 奇数月の第４水曜日 午後２時から４時まで 

         （１回の相談は４人まで、１人３０分以内） 

  ・相談件数  ２４件（平成３０年度実績） 

 

◎ 生活支援体制整備事業（第２層地域支え合い協議会）（身延町委託事業） 

  この事業は、少子高齢化、人口減少が進む身延町の今後の町づくりの一つの方 

向性として、地域住民等が連携して高齢者等の日常生活を支援するための仕組 

み（体制）を創ることを目的とするものです。 

（社協は第２層の生活支援コーディネーターを委託されています。） 

 

◎ 介護予防事業（身延町委託事業） 

  ・「男性料理教室」の開催（６回実施） 

  ・参加人数  ５４人（平成３０年度実績） 

 

◎ 共同募金配分金事業 

 ①あったかサービス事業 

  在宅ひとり暮らし高齢者、重度障害者に対する在宅への給食サービスやふれあ

いサロンを対象として、市町村社会福祉協議会へ配分されます。 

本会では、小地域福祉活動助成事業を行っています。 

 ②市町村社協活動事業 

  地域福祉の充実を目的として、市町村社会福祉協議会へ配分されます。 

  本会では、社協だより発行、みのぶまつりに配分金を利用しています。 

 ③ボランティア活動事業 

  ボランティア団体の育成など地域でのボランティア活動を盛り上げるための

事業で、市町村社会福祉協議会へ配分されます。 

本会ではこの配分金で、ボランティアだより発行、ボランティアの集い、ボラ

ンティア学習会を行っています。 

 ④地域特別事業 

①から③以外の福祉事業を対象として、市町村社会福祉協議会へ配分されます。 

本会では、次の助成を行っています。 

・小地域福祉活動助成；事業を行った地区へ助成金を交付 

・福祉教育推進；保育園、小学校、中学校へ推進費を交付 

・福祉活動推進；福祉関係２団体へ助成金を交付 

 ⑤地域歳末たすけあい事業 

  １０月から２ヶ月間を実施期間として、歳末たすけあいをイメージする事業を

対象として、市町村社会福祉協議会へ配分されます。 
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本会では、民生委員さんのご協力をいただき１２月に低所得世帯(ボーダーライ

ン世帯)に慰問金を贈っています。（本年度からは、本人申請による配分へ変更） 

平成３０年度実績                   

   ３６世帯に合計７８０，０００円を支給       

  〈世帯割；１５，０００円、人数割；５，０００円〉 

 

 

 

◎ 地域福祉推進事業（身延町補助事業） 

 行事運営費と助成金支出 

  小地域福祉活動助成金（事業を行った地区） 

  福祉関係団体助成金（５団体） 

 

◎ 小地域福祉活動助成事業（共同募金配分金事業） 

 地域福祉の推進を図るため、住民による福祉活動に要する経費に対し、予算の範

囲内で、区又は区を単位として区長が認めた団体に１５，０００円から３５，０

００円の助成を行っています。 

共同募金 

 社会福祉法の第１１２条から１２４条までの規定に基づいて毎年実施されてい

ます。 

「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年１回、厚生労働大臣が定め

る期間内（１０月１日から３月末日）に限ってあまねく行う寄附金の募集であって、

その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において

社会福祉更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分す

ることを目的としています。寄附金の配分にあたっては、配分委員会を置き、募金

年度の次の年度までに配分しなければならないとされています。 

 

身延町において行っている募金活動 

 家庭募金；区長さんを通して町内の全世帯に呼び掛けて行っています。一世帯６

００円の募金をお願いしています。 

街頭募金；役場（本庁）敷地内に設置された自動販売機の売り上げの一部が募金

されます。 

大口・事業所募金；１２月中旬に、理事の方々に町内の事業所を訪問していただい

ています。 

職場募金；町内の小中学校教職員、役場職員、社協職員に、１人４００円の募金を

お願いしています。 

地域募金；町内の施設、各種団体、小学校児童会、中学校生徒会、保育園や托鉢な

どの募金を届けていただいています。 
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◎ 地域支え合い事業（身延町補助事業） 

 ・声の広報 

  「広報みのぶ」（毎月発行）と「みのぶ議会だより」（年４回発行）をテープに

録音して、目の不自由な方や身体に障害があって寝たきりの方などにお届けし

ています。 

現在、６名の方が利用しています。 

 ・ボランティア連絡協議会へ助成金を交付 

 

◎ 関係団体の事務局 

 すこやかクラブ（老人クラブ） 

  地域福祉担当職員１名が、本会及び３支部（下部・中富・身延）の事務及び行

事運営に携わっています。（事務局は、身延福祉センター内） 

 身体障がい者福祉会 

  地域福祉担当職員１名が、本会及び３支部（下部・中富・身延）の事務及び行

事運営に携わっています。（事務局は、身延福祉センター内） 

 身延町ボランティア連絡協議会 

  地域福祉担当職員１名が、本会及び３支部（下部・中富・身延）の事務及び行

事運営に携わっています。（事務局は、身延福祉センター内） 

 

◎ 社会福祉金庫貸付事業（町社協） 

 目的；緊急一時的に生活困難となった身延町内に居住する世帯に対し、無利子で

資金を貸し付けることにより、その経済的自立を図る。 

 貸付限度額；１０万円 

 申請方法；所定の申込書に保証人１名（町内に住所を有する者）が記名押印し、

地区担当の民生委員の意見書を添えて申請する。 

 提出書類；「社会福祉金庫借入申込書」「民生委員意見書」「社会福祉金庫借用書」 

      「借受者並びに保証人の印鑑証明」 

 償還方法；月賦、半年賦、一括償還 

 貸付期間；１年以内 

 貸付の基準；（１）貸付希望に至った要因が緊急一時的なものであること。 

       （２）資金の貸付により、経済的自立が期待できること。 

       （３）資金の使途が、当面の生計維持に充当されること。 

       （４）保証人に返済能力があること。 

 

◎ 生活福祉資金貸付事業（県社協） 

 概要 生活福祉資金制度は、厚生労働省が定める「生活福祉資金貸付制度要綱」 

に基づき、低所得世帯をはじめ障害者・高齢者等の経済的安定、生活意欲の助

長を目的に低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。 

  都道府県社協が実施主体となり、申込み受付や生活全般にかかる総合相談、償
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還等の業務を市町村社協に委託しています。 

 資金の種類 

  総合支援資金（生活支援、住宅支援、一時生活再建費） 

  福祉資金（福祉費、緊急小口資金） 

  教育支援資金（教育支援費、就学支援費） 

  不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型

生活資金） 

  

〔資金貸付決定までの流れ〕 

貸付希望者が民生委員・社協に相談 
   ↓ 

社協にて面談・調査 
   ↓ 

貸付希望者が社協に申請 (民生委員の調査書添付) 
   ↓ 

社協が県社協に申請書の提出 
↓ (通常 ２～３ヶ月) 

貸付決定 

 

◎日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）    

 県内で在宅又は施設利用あるいは入院生活をされている認知症高齢者、知的障害

者・精神障害のある方等で、自己決定能力が低下しているために、様々なサービ

スを適切に利用することや金銭管理がうまくできない方で本事業の契約内容に

ついて判断できる能力があると認められる方。判断能力を欠いているために、契

約ができない方は、成年後見人制度の利用対象者となります。 

★福祉サービスの利用援助（福祉サービスにかかわる手続き、利用料の支払い、 

行政手続き援助、制度の説明、賃借・消費契約等） 

★日常的金銭管理サービス（預貯金の出し入れ、公共料金等の支払い・治療費の 

支払い等） 

★書類等の預かりサービス（通帳・印鑑・権利証・年金証書の保管など） 

★平成２６年度から峡南地区の身延、早川、南部、市川三郷の各町の新規利用者の

契約業務も県社協から委託されています。 

 

◎災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施 

  災害が発生し、復旧にむけて町内外のボランティアが結集する中で、社協職員

はもとより、地域住民の皆様の力もお借りして被災者のニーズ把握やそれに基づ

いた支援体制の確立が必要となります。社協では、毎年、実際に大規模災害が発

生した時、迅速に被災地域の復旧、復興支援に取り組める組織づくり、支援を必

要とする人と活動を希望する人（ボランティア等）を適切にコーディネートでき

るよう災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しています。 
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◎介護保険事業（中富すこやかセンター）  

  通所介護事業（中富デイサービスセンター） 

（平成３０年度延べ利用者数：２，５２３人） 

 内容：要支援状態、要介護状態にある高齢者に対し、適正な通所介護サービ 

スの提供を行う。 
 

◎介護保険事業（身延福祉センター）  

訪問介護事業（平成３０度利用回数：7，７６５回） 

  内容：要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営 

     むことができるよう入浴、排せつ、食事の介護等生活全般にわたる援助を行う。 
 

  居宅介護支援事業（平成３０年度ケアプラン作成件数：６４１件） 

  内容：要介護状態等にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援のサービス提供 

を行う。 
 
  障害福祉サービス事業（居宅介護事業；平成３０年度利用回数：７３０回） 

  内容：身体障害者、知的障害者及び障害児に対し居宅介護サービスを提供する。 


